
令和２年９月に海難審判所で言い渡された裁決２２件が、ホームページに掲載されました（令和２年１１月）

海難防止へのインフォメーション （公財）海難審判・船舶事故調査協会

区 分 海難審判所（東京） １件 １隻 地方海難審判所 （函館２、仙台３、横浜４、神戸２、広島３、門司４、長崎２、那覇１） ２１件 ２７隻

海難種類（件） ＊火災１ 計１件 乗揚７、衝突６、衝突（単）４、死傷等２、転覆１、施設等損傷１ 計２１件

関係船舶（隻） モーターボート１ 計１隻 漁船８、モーターボート５、貨物船４、旅客船３、遊漁船３、引船２、油送船１、遊漁船１ 計２７隻

死 傷 等（件） なし 死亡１、負傷１６ 計１７人

上記のうち、神戸、門司両地方海難審判所の裁決２件について、“概要版”を作成しました
公表された裁決書をもとに当協会の責任で編集しましたので、詳細は海難審判所ＨＰでご確認ください

① 大阪湾南部で、漁船がえい網している漁具と貨物船とが衝突した事例
漁船が、いずれ相手船が自船の進路を避けると思い、また、貨物船が、他の漁船や遊漁船に気を取られて漁船の進路
を避けずに航行を続け、直前に互いに転舵して船体同士の衝突は避けたものの、漁船の漁具と貨物船とが衝突した

② 福岡県博多港で、モーターボートが干出浜に乗り揚げた事例
水深などを把握していなかった海域に向けて針路を定めた際、水路調査を十分に行わず、干出浜に向首進行した

＊海難審判所（東京）の火災事件は、保険金詐欺の目的による放火によって発生したもので、受審人の小型船舶操縦士の免許が取り消
された事例

海難審判裁決書

https://www.mlit.go.jp/jmat/saiketsu/saiketsu_kako/R02nen/4kb/kbR0209/01kb038.pdf
https://www.mlit.go.jp/jmat/saiketsu/saiketsu_kako/R02nen/6mj/mjR0209/2mj012.pdf
https://www.mlit.go.jp/jmat/saiketsu/saiketsu_kako/tokyou/tkR02/30tk001.pdf


《背景》
Ｂ水先人 ：衝突の約１０分前にＡ船を視認し、同船が底びき網漁に従事している漁船であると判断していたが、

他の漁船や遊漁船に気を取られ、Ａ船と衝突のおそれある態勢で接近することに気付かなかった
Ａ船長 ：鼓型形象物を表示して操業中なので、いずれＢ船が自船の進路を避けると思っていた

（裁決は、Ｂ船が漁ろう船であることではなく、追い越される船舶であることを根拠として、航法を決定した）

《 原因 》

Ｂ船 ： Ａ船を追い越すＢ船が、*動静監視不十分で、Ａ船を確実に追い越し、かつ、同船から十分に

遠ざかるまで、その進路を避けなかった [主因]

Ａ船 ： 警告信号を行わず、 （速やかに行きあしを止めるなど）衝突を避けるための協力動作をとらなかっ

た [一因]

＊相手船の存在は認識していたが、衝突のおそれがあるかどうか、方位の変化等を確かめなかった

① 漁船Ａ（4.8ﾄﾝ）漁具 ・ 貨物船B （107,054ﾄﾝ） 衝突事件

【海難概要】 大阪湾南部において、共に北上するえい網中の漁船Ａ（4.8ﾄﾝ,2人乗
組）の漁具（長さ約400mの網）と貨物船Ｂ（107,054ﾄﾝ,鉱石173,151ﾄﾝ積載,水
先人乗船,23人乗組）の舵板前部とが衝突、A船が漁具に引かれて転覆し、
船内に残された甲板員が溺死した

（公財）海難審判・船舶事故調査協会神戸地方海難審判所裁決（令和２年９月言渡）

（追い越す態勢の貨物船が、漁船の進路を避けず、漁船がえい網する漁具と貨物船とが衝突した）

海難防止への
インフォメーション

（航法の適用）
・衝突地点付近は海上交通安全法の適用海域であるが、同法には適用される航
法規定がないので、海上衝突予防法（予防法）が適用される

・Ａ船は漁ろう中であったが、Ｂ船がＡ船を追い越す態勢であったため、予防法第
１８条（各種船舶間の航法）に優先し、第１３条（追越し船の航法）が適用される

[受審人等] 《 懲戒 》

（Ｂ船）水先人【水先人を廃業したので受審人ではなく指定海難関係人に指定され、懲戒の対象外】

（Ａ船）船 長： 小型船舶操縦士 → 戒告

【発生日時】
平成３０年１２月２１日
０８時３５分少し過ぎ
【発生場所】
大阪湾南部
【 死傷者 】
死亡１人（Ａ船甲板員）
【損傷等 】
Ａ船：漁具に引かれて転覆

機関に濡損等
Ｂ船：舵板前部に擦過傷

https://www.mlit.go.jp/jmat/saiketsu/saiketsu_kako/R02nen/4kb/kbR0209/01kb038hp.pdf
https://www.mlit.go.jp/jmat/saiketsu/saiketsu_kako/R02nen/4kb/kbR0209/01kb038.pdf


《 原因 》
Ａ船： 鵜来島東方沖合で、同島南方海域に向けて針路を定めた際、水路調査が不十分で、拡延する

干出浜に向首進行した

・船長は、水深などの鵜来島南方海域の水路状況を把握していなかったのだから、ＧＰＳプロッター
の画面を拡大表示として浅所の有無を確認するなど、水路調査を十分に行うべきであった

《 背景 》
・船長は、鵜来島南方海域の幅が広いので、中央付近であれば無難に航行できると思っていた
・ 当時、潮候は上げ潮の末期であった（干出浜の大部分は水面下になっていた）

（公財）海難審判・船舶事故調査協会門司地方海難審判所裁決（令和２年９月言渡）

②モーターボートA（１１ﾄﾝ） 乗揚事件
（博多港内で、鵜来島南方海域の干出浜に向首進行して乗り揚げた）

海難防止への
インフォメーション

（関連情報）
・鵜来島南方海域は、＊干出浜南縁が浅水域に接続して全域が浅所になっていた

・船長は、鵜来島南方海域を経由することを思い立ったが、水深などの水路状況を

把握していなかった

・ＧＰＳプロッターの画面を拡大表示すると、干出浜を含む浅所が表示された

＊干出：最低水面と最高水面との間にある部分

[受審人] 《 懲戒 》

（Ａ船）船 長：小型船舶操縦士 → １箇月業務停止

【発生日時】
令和元年９月７日１６時４０分
【発生場所】
福岡県博多港第３区
【死傷者 】
なし
【損傷等 】
船底外板に擦過傷
両舷プロペラ翼曲損及び欠損
両舷プロペラ軸曲損

【海難概要】 福岡県博多港第３区において、モーターボートＡ（11ﾄﾝ、旅

客１４人乗船[定員11人],1人乗組）が、港内遊覧を終えてマリーナに

帰航する際、 鵜来島南方の干出浜に乗り揚げた

https://www.mlit.go.jp/jmat/saiketsu/saiketsu_kako/R02nen/6mj/mjR0209/2mj012hp.pdf
https://www.mlit.go.jp/jmat/saiketsu/saiketsu_kako/R02nen/6mj/mjR0209/2mj012.pdf

